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月

は

水

防

月

間

　
５
月
は
水
防
の
意
義
や
重
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
市

民
の
協
力
の
も
と
に
水
害
を
未

然
に
防
ぎ
被
害
を
少
な
く
す
る

た
め
の
水
防
月
間
で
す
。

　
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
局
地
的

に
河
川
の
水
位
が
上
昇
し
、
市

内
で
も
冠
水
等
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
大
雨
の
際
に
は
、
周

囲
に
十
分
気
を
付
け
、
水
害
に

備
え
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
青
梅
市
民
防
災
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク(

平
成
27
年
３
月
に

全
戸
配
布
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

掲
載)

やH

ハ
ザ
ー
ド

A
ZA
R
D

　M

マ
ッ
プ

A
P

　

め
組
※
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※�

災
害
時
に
自
治
体
が
発
令
す

る
避
難
情
報
を
も
と
に
、
地

図
情
報
上
に
登
録
さ
れ
て

い
る
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
と
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
に
よ
る

現
在
地
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

プ
ッ
シ
ュ
通
知
で
住
民
に

危
険
を
お
知
ら
せ
す
る
防

災
地
図
情
報
ア
プ
リ
（
下
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

◎
事
前
の
備
え

▽�

避
難
場
所
、
避
難
経
路
を

事
前
に
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。�

▽�

家
族
の
安
全
確
認
の
方
法
を

決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。�

▽�

貴
重
品
、
衣
類
、
非
常
用
食

品
な
ど
を
準
備
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。�

▽�

避
難
時
の
荷
物
は
必
要
最
低

限
に
し
ま
し
ょ
う
。�

◎
台
風
な
ど
が
近
付
い
た
ら

　
付
近
を
流
れ
る
河
川
の
状
況

や
雨
量
情
報
、
気
象
予
警
報
、

洪
水
予
警
報
、
土
砂
災
害
警
戒

情
報
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
携
帯
電

話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で

各
種
情
報
が
入
手
で
き
ま
す
。

◎�

多
摩
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域

の
変
更

　
国
土
交
通
省
で
は
、
水
防
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
改

正
に
伴
い
、
多
摩
川
浸
水
想
定

区
域
が
見
直
さ
れ
、
新
た
に
浸

水
想
定
区
域
の
追
加
、
浸
水
継

続
時
間
の
算
出
お
よ
び
家
屋
倒

壊
等
氾
濫
想
定
区
域
の
設
定
を

実
施
し
公
表
し
て
い
ま
す
。

区�

域
　
友
田
町
１
・
大
柳
町
・

千
ヶ
瀬
町
６
・
長
淵
１
・
３

丁
目
の
一
部

◎�

緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
活
用
し

た
洪
水
情
報
の
プ
ッ
シ
ュ

型
配
信
の
開
始

　
国
土
交
通
省
で
は
、
洪
水
時

に
住
民
の
主
体
的
な
避
難
を
促

進
す
る
た
め
、
国
が
管
理
す
る

　２０２０年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞

メダルに、不要になった小型家電に含まれるリサイクル材が活用されることにな

りました。

　東京２０２０組織委員会が主催するこの取り組みに、全国の自治体が、小型家

電の回収で協力することになり、青梅市でも本プロジェクトへ参加することにな

りました。２０２０年以降も持続可能な、リサイクルの促進につながることも期

待されています。

　市では、市役所の他、総合体育館、リサイクルセンターと各市民センターの全

１４か所に回収ボックスを設置しています。また、市と協定を締結した事業者に

よる使用済小型家電の宅配回収も利用できます。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

主�催　東京２０２０組織委員会、環境省、日本環境衛生センター、ＮＴＴドコモ、

東京都

問�い合わせ　清掃リサイクル課

��※�ＱＲコードは

㈱デ ンソー

ウェーブの登

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

「
青
梅
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
の

登

録
・

防

犯

ブ

ザ

ー

の

給

与

　「
青
梅
子
ど
も
１
１
０
番

の
家
」
は
、
子
ど
も
た
ち
が

身
の
危
険
を
感
じ
た
時
等
に

駆
け
込
め
る
よ
う
住
宅
や
商

店
等
を
緊
急
避
難
場
所
と
し

て
登
録
す
る
事
業
で
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ

り
、
平
成
28
年
度
末
時
点
で

２
千
１
２
１
件
の
ご
登
録
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
新
規
登
録
を
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
教
育
総

務
課
（
市
役
所
３
階
）
に
備

え
付
け
の
登
録
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
登
録
用
紙
は
、
市

教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

　
登
録
者
に
は
、
目
印
と
し

て
、
黄
色
い
表
示
旗
を
お
渡

し
し
ま
す
。
色
あ
せ
・
破
損

等
に
よ
る
表
示
旗
の
交
換
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
内
在
住
・
在
学

の
小
・
中
学
生
に
対
し
、
防

犯
ブ
ザ
ー
を
給
与
し
て
い
ま

す
。
市
立
小
学
校
の
１
年
生

に
学
校
を
通
し
て
お
渡
し
し

ま
す
。
市
立
小
学
校
以
外
に

通
学
し
て
い
る
方
は
教
育
総

務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
今
後
と
も
、
子
ど
も
た
ち

の
安
全
の
た
め
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
教
育
総
務
課

庶
務
係

多
摩
川
の
沿
岸
市
町
村
に
お
い

て
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
活
用

し
た
洪
水
情
報
の
プ
ッ
シ
ュ
型

配
信
を
開
始
し
ま
し
た
。

※�

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
国
土
交
通
省
関
東
地

方
整
備
局
京
浜
河
川
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
市
防
災
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
防
災
課
防
災
係

　市とおうめ環境市民会議では、環境への取り組みとネットワークづくりに

寄与する目的で「おうめ環境フェスタ」を毎年開催しています。リサイクル

やリユース等、イベントの目的に沿う内容のフリーマーケットの出店者を募

集します。

日時　６月４日（日）　午前１０時～午後３時

会場　市役所２階屋外テラス

※屋根はありません。

募集区画数　２０区画（抽選）

※１区画当たりの広さは２. ５ｍ四方（予定）

費用無料

出�店条件等　新品（家庭内不用品の範囲内であれば可）や電化製品などの高

価な物品は不可 ▽出店にかかる費用は出店者が負担 ▽出店に必要な備品は

出店者が用意する ▽ごみを極力出さず出たごみは持ち帰る ▽営利を目的と

しない ▽出店時の事故等は出店者の責任で対応すること

※�５月２６日までに出店が可能な方へ詳細な内容を連絡します。

申�し込み　５月１９日（必着）までに環境政策課窓口（市役所３階）で配布

の応募用紙に必要事項（①代表者の氏名②連絡先〈電話番号（必須）・ファッ

クス・電子メール〉③当日販売したいものの内容〈古着、古本、手作りの小

物等〉）等を記入し、ファックス�　２２－３５０８、電子メール　div1310@

city.ome.tokyo.jp�または直接環境政策課管理係へ

※�詳細は、応募用紙をご覧ください。応募用紙は、市ホームページ「おうめ

環境フェスタ２０１７」からダウンロードもできます。

問い合わせ　環境政策課管理係

「おうめ環境フェスタ２０１７」フリーマーケット出店者募集

　都では意欲的な防災活動を行う団体を「東京防災隣組」として

認定し、その取り組みを広く周知することで地域の防災力向上を

図る事業を行っており、このたび、吹上自治会および御岳山防火

管理協議会が認定を受け、認定式は４月２３日（日）に都庁で行

われました。

●�吹上自治会

　東日本大震災等の災害を機に、自主防災の重要性を再認識し、

平成２６年に自治会役員会での承認を経て防災ボランティア組織

を立ち上げるとともに、２７年に地域の底力再生事業助成を活用

して、災害発生時、慌てずに行動できるよう、町内避難場所や消

火器設置場所等を示した「吹上防災マップ」を作成し、自治会内

全世帯に配布して周知を図っています。

●御岳山防火管理協議会

　御岳山は孤立が懸念される地域であり、災害発生時には消防隊

の到着に時間がかかることから、昭和５９年９月、点在する宿坊

や売店の経営者が中心となり、「自分たちの地域は、自分たちで守

る」をスローガンに御岳山防火管理協議会を発足し、災害発生時

の初動対応対策として、自治会や消防団等と連携し、防災行動力

の強化および日々の火災予防運動の推進に努めるとともに、女性

だけの防災訓練の実施や上級救命講習受講者等の育

成を図っています。

　今回認定された２団体を含め、市では、現在５

団体が認定されています。

問�い合わせ　防災課危機管理係

吹上自治会および御岳山防火管理協議会が
東京防災隣組に認定されました

録商標です。

FAX


